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議員全員協議会会議録 

１ 開会日  平成２３年 ３月１５日  午後 １時３０分 開会 

              午後 ４時４７分 閉会 

２ 場 所 議員控室 

３ 出席議員 山田喜一  山口陽一  清水弘子  三澤龍夫 

鈴木京子  百瀬恵美子 奥津勝子  浅輪いつ子 

竹内恵美子 坂田よう子 土橋秀雄  鈴木修 

 

４ 説明員 町長 中﨑久雄 副町長 吉川重雄 鈴木総務課長  

佐野主幹 齋藤主査 原室長 早崎副主幹 相田政策課長 

  

５ 職務のため

出席した職員 

 局長 飯田 隆 

 書記 岩田隆吉 

 

６ 協議等の事項 

 （１）議会報告会について 

 （２）自治基本条例（案）の意見提出について 

 （３）議員研修会の開催について 

 （４）一般質問通告書のホームページ掲載について 

 （５）その他 

  

７ その他 
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（１） 町長あいさつ 

    「旧吉田邸再建活動」、「境界確定損害賠償請求事件」、「国府小学校プー

ル新築工事に係る設計業者の変更」、「子育て支援総合センターの愛称決定」

に関する最近の町の動きについての話があった。 

 

（２） 町報告事項 

   ア 東北地方太平洋沖地震に伴う町の対応状況等について 

 災害対応の経過、今後の対策及び計画停電等の報告があった。 

   ◎主な質疑 

    問．防災行政無線が聞き取りにくいので工夫をしてもらいたいが。 

    答．はっきりと話すなど聞きとりやすいように努めたい。また防災行政

無線ダイヤルで放送した内容が確認できる。 

    問．計画停電が分かりにくいので工夫が必要では。 

    答．わかりやすいように工夫をしていきたい。 

    問．庁舎の非常自家発電の状況は。 

    答．庁舎の防災機能が維持できる程度の発電機が１台、地下の駐車場の

ところにある。設置場所は早急に検討をしたい。それと、防災行政

無線用の発電機が５階にある。 

    問．防災行政無線で人工呼吸器を使っている方への案内があったが、町

はその人たちを把握しているのか。 

    答．把握していない。 

    問．津波の避難場所は決まっているのか。 

    答．決めていない。高い所に逃げてもらうこととしている。 

    問．寄附の窓口の設置は。 

    答．本日、庁舎ほか３カ所に義援金の募金箱を設置した。 

    問．車が使用できないときの職員の弱者対策の手段は。 

    答．物資の運搬方法などとともに今後検討をしていきたい。 

   イ 平成 23 年４月１日からの執行体制について 

     副町長が不在となるので首席理事と理事を、教育委員会に教育次長を

置くとの報告があった。 

    問．副町長は４年間置かないのか。 

    答．４年間置かないとは決めていない。当面は置かないということであ

る。 

    問．条例の改正はあるのか。 

    答．改正はない。規則の改正で対応する。 

    問．首席理事と理事の決裁権は。 

    答．副町長不在の間は、副町長の職務を代理する。 
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    問．理事の給与はどうなるのか。 

    答．昇格等は考えていない。総括課長と同じ考えである。 

    問．理事と教育次長とに分けた理由は。 

    答．町長部局と教育部局は別であるため。また理事等は専任である。 

 

（３） 各種委員会等の行事報告・予定について 

    「各委員会等の行事報告・行事予定」の配布により説明は省略。 

 

（４） 報告事項 

   ア 委員長等からの報告 

     ・２／21 福祉文教常任委員会の概要・・奥津委員長 

・２／22 総務建設常任委員会の概要・・三澤副委員長 

     ・３／11 議員報酬等検討特別委員会の概要・・山口委員長 

          ※中間報告案を了承した。 

     ・２／25 農業委員会総会の概要・・鈴木議員 

     ・３／１ 旧吉田茂邸の再建に向けた（３者）打合せ・・山田議長 

     ・３／11 （仮称）次期環境事業センター整備事業建設工事起工式・・

山田議長 

     ・日経経済教室・地方自治法の一改正案の概要・・山田議長 

（５） 協議事項 

ア 議会報告会について 

     開催案について協議し、案どおり５月に２回開催することとした。 

   イ 自治基本条例（案）の意見提出について 

     提出された議員の意見等を踏まえて作成した議会関係規定について、

意見があれば今月末までに事務局に提出してもらうこととした。 

   ウ 議員研修会の開催について 

     中尾修元栗山町議会事務局長を講師に４月開催で調整を行うこととし

た。 

   エ 一般質問通告書のホームページ掲載について 

     一般質問通告書の様式もあわせて引き続き検討を行うこととした。 

   オ その他 

   （ア）議会の連絡体制について 

      議員にかかわる重要な事項は、局長が議長に相談し、電話又はファ

ックスで委員長、全議員などに連絡を行うこととした。 

   （イ）東北地方太平洋沖地震に対する対応について 

      16 日の本会議での黙とうと議会から義援金を送ることとした。 
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（６） 事務局からの報告 

    政務調査費報告等の提出、会議録の購入希望、次回の開催予定日（４月

15 日）について事務局から報告があった。 

 


